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「他の事象」とは、従業員が雇用者に不利な評判を与えるような
行動をとらない；雇用者に対して脅迫的な法的申立を求めない；

単純に「静かに去る」という条件に同意した場合を指します。

当該判決に示されているように、解雇時の支払金又は手当が課

税対象となるかどうかを決定するための法的原則について、その
適用は性質上複雑です。さらに、雇用主と従業員との間で解雇

時の支払金又は手当がどのように交渉・合意されたかという条件
及びその証拠は、当該所得又は手当の課税性を決定する際に

影響を及ぼします。雇用主と従業員は必要に応じ、税務専門家
へご相談ください。

従業員への解雇時の支払金及び手当は、雇用契約
が合法的に終了した場合でも、従前の役務に対する
ものではなく、「他の事象」に起因するため、給与所
得税の対象とならないと、最終法院が裁定1

1.  Commissioner of Inland Revenue v Poon Cho-ming John [FACV 1/2019]
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概要

1999年10月20日付の雇用契約（以下「役務契約」）
に基づき、納税者は香港証券取引所に上場しているバ
ミューダ会社（以下「会社」）に、グループの最高財務責
任者（以下「グループCFO」）として雇用されていました。
当該役務契約は、いずれかの当事者が6カ月の事前
通知を相手側にすることで終了することが可能でした。

その後の8年間で、当該納税者は、会社のエグゼク
ティブ・ディレクター、会社副会長及び香港以外の様々
なグループ子会社の取締役になりました。

2008年7月20日に役務契約の即日終了の要因

2008年7月18日（金曜日）午後、グループの最高経
営責任者でもあった会社の会長は納税者に対し、当該
役務契約を即日終了し、会社を含むグループの取締
役から解任することを通知しました。

納税者は驚き、好戦的な気分になり、「静かに去る」こ
とを拒否しました。たとえ、会社がグループCFOとして
の雇用を終了させることが可能だとしても、会社及びそ
の他のグループ会社のエグゼクティブ・ディレクターと
しての職務には該当しないと考えていました。

納税者はその後、二本立ての行動方針をとると脅しま
した。1つ目は、会長及び取締役会の過半数の意思に
反し、取締役会からの退任を遅らせることを目的として、
株主に問題を提起することで、会長の解任計画に異議
を申し立てる提案をしました。2つ目は、メディアの関心
を引き、結果としてマーケットへの影響を与えるため、
自分の主張を法廷に持ち込む準備をすることでした。
両当事者は対立関係にありましたが、双方の弁護士
が週末にかけて交渉した結果、役務契約の終了条件
について、別途の書面による取り決め（以下「解除契
約」）で最終的に合意しました。

解除契約に基づいて納税者に与えられる解雇時の支
払金及び手当

解除契約に基づいて、納税者には、6カ月の事前通知
及び他の法定上の権利に代わる支払に加え、2008
年6月30日終了事業年度にかかる50万ユーロの変
動賞与相当の支払（以下「合計額D」）が行われました。

また、解除契約において、雇用条件に基づく3回分の
株式オプションの付与期間が、2008年7月20日の役
務契約終了日まで繰り上げられました。これらのオプ
ションは、納税者によって行使され、結果的に
43,250,400香港ドルの名目所得が行使日付の株式
の市場価額と行使価額との差額（以下「株式オプショ
ン所得」）として、税務上計算されました。

納税者は、解除契約に基づいて与えられる解雇時の
支払金及び手当が（法令、慣習法、またはその他に基
づき）、香港、バミューダ又は世界の他の国・地域にお
いて、今回のすべての提訴権及び請求権に対する完
全かつ最終的な和解であるとして、受け入れました。

論点となっている問題

内国歳入局長官（以下「CIR」）は、合計額Dと株式オプ
ション所得が「給与所得」として香港給与所得税の課
税対象となると判断しました。

異議申し立ての際、税務上訴委員会（以下「BOR」）と
第一審裁判所（以下「CFI」）の税務裁判所は、CIRによ
る合計額Dと株式オプション所得の判断を支持しまし
た。しかし、上訴裁判所（CoA）はBORとCFIの判断を
覆し、合計額Dと株式オプション所得は共に香港給与
所得税の課税対象とならないと判断しました。

その後、CIRは上訴裁判所の判決を最終法院（CFA）
に上訴しました。
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最終法院の判決

「給与所得」の構成を判定するための法的テスト

これに関し、Bokhary NPJ裁判官が本件の判決で、最
終法院におけるFuchs v CIR（2011）14 HKCFAR 74
での従前の判決を参照しました。この判決で、Ribeiro
PJ裁判官は、（最終法院の裁判官が全員一致で）次の
ように述べました。

“… [内国歳入法のセクション8（1）に基づく]課税対
象所得は…「従業員の行為または従業員であるこ
との対価として」、又は…「従前の役務に対する報
酬、又は雇用契約や将来の役務提供を誘引する
ために」行われたものを含み…当該所得が単なる
形式ではなく、実質的な内容として…上記の意味で
の納税者の雇用から起因すると認められた場合、
査定対象となります…
“結論として、「他の事象」に起因している所得は、
査定対象とはなりません。それは、すなわち、テス
トの範囲内に入らない所得であることを強調すべき
です。Templeman裁判長が[Shilton v
Wilmshurst [1991] 1 AC 684]という案件で指摘
したように、ある報酬が、従前の役務又は雇用契
約や将来の役務提供の誘引ではなく、「他の事象」
に起因している場合、当該報酬は給与所得とみな
されません…
“[納税者は、その所得が従業員の行為または従
業員であることの代償ではなく、雇用契約上の権
利を放棄するための対価として、請求の範囲外で
あると主張する]このような状況において…当該所
得が雇用契約に基づくものではなく、既存契約の
権利放棄に合意することへの対価に該当します…”

納税者に与えられている合計額Dと関連オプションの
付与期間の繰上げが「他の事象」に起因しているもの
ため、課税給与所得ではなかった

上記の法的テストを本件の事実及び証拠に適用し、
Bokhary NPJ裁判官は、（最終法院の裁判官が全員
一致で）合計額Dと株式オプション所得に至る関連オ
プションの付与期間の繰上げは、”従前の役務に対す
る納税者への報酬として与えられたものではないと判
断しました。[合計額Dと株式オプション所得]は明らか
に「他の事象」に起因しているものであり、納税者が
「静かに去る」ための動きの一部であるとしました。本
案件に対して権利放棄の事例として参照されることが
妥当である限り、当該解除契約は納税者が雇用契約
に基づいて有していた全ての権利を放棄するための
ものであるし、納税者が「静かに去る」ための権利放
棄の対価として黙認しました …”

このため、最終法院は上訴裁判所が判決した理由を
基本的に支持し、合計額Dと株式オプション所得は香
港給与所得税の課税対象とならないという上訴裁判
所の判決を支持しました。

上記の結論を下す前に、同裁判官はCIRが主張した
合計額Dと株式オプション所得の課税対象の可能性
について検討したものの、以下の理由で却下しました。

合計額Dが代替テストで非課税となる

CIRの弁護士は、Mairs v Haughey [1994] 1AC303
案件においてWoolf卿が説明した「代替テスト」に従い、
合計額Dが「変動賞与に代われる所得」であり、課税
対象となると主張しました。

同弁護士は、「当該合計額（すなわち、合計額D）の実
質的な別の対価（すなわち、役務契約が解除しなかっ
たら、納税者が受け取る可能性がある変動賞与）とし
て支払われたものであり、後者（すなわち、変動賞与）
に取って代わり、後者と同じ性質を持っている」と主張
しました。言い換えれば、合計額Dの性質は変動賞与
と同じものであり、納税者が受け取った場合、課税対
象となります。

Bokhary NPJ裁判官はこの点に関する弁護士の論点
を拒否し、合計額Dが変動賞与に代えて、形式的に支
払われたものにすぎず、実質的な所得ではなかったと
判断しました。したがって、当該合計額Dは変動賞与
の実質的な代償としての支給ではなかったため、「代
替テスト」は適用されませんでした。
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合計額Dの実質内容から判断すると、Bokhary NPJ裁
判官は合計額Dの算定にあたり、2008年6月30日に
終了する会計年度の会社業績も納税者の実績も考慮
されたという証拠はないと指摘しました。これらの2つ
の要素は通常、変動賞与の付与が検討される際に重
要でした。

その代わり、同社が内国歳入局に次のように報告した
という証拠がありました。

（i）納税者は2008年6月30日に終了する会計年度に
おいて、いかなる賞与も支給されなかった

（ii）合計額Dは「納税者と会長が完全に相互合意した
任意金額」であった

（iii）合計額Dは「未払賞与の請求権を排除する」ため
に支払われた

株式オプション所得が雇用中に付与されたという理由
で課税対象となる旨を却下

Bokhary NPJ裁判官は、この点に関する弁護士の主
張を却下し、“問題となる繰上げは、たとえ繰上げがな
くても納税者が受け取る可能性があるものを早めに受
け取れるわけでもなかったと述べました。それは当該
繰上げがなければ、受け取ることが全くなかったもので
す。（すなわち、繰上げが行われなかった場合、当該オ
プションは無効になります）。認定した証拠と事実によ
れば、株式オプション所得の付与が早まったことは納
税者の従前の役務に対する対価ではなかったことが
明らかです。そして、認定した証拠と事実によると、こ
れは明らかに「他の事象」に起因するものです…”

論評

合計額D及び株式オプション所得が共に給与所得であ
るか否かについては、BORも各レベルの裁判所も、上
記と同様の法的テストを採用していることに留意する
必要があります。

しかし、認定した事件の事実と証拠に対して法的テスト
を適用する場合、BOR及びCFIは、合計額D及び株式
オプション所得が納税者の従前の役務提供以外の、
「他の事象」のために支払われるとはいえないと判断し
ました。

これは明らかに、BORもCFIも、納税者が雇用契約に
基づいて雇用主に対して有効な請求権を有していると
は考えていなかったためです。

具体的には、BORもCFIも、会社が納税者への6カ月
の事前解除通知の代わりに、別途の支払を行ってい
たことで、役務契約の条項に違反することなく、同契
約が合法的に解除されたと判断しました。

さらに、BORもCFIも、納税者がその雇用条件の下で、
雇用終了時にグループの役員職を辞任しなければな
らないとの考えでした。また、BORは先に、納税者が
関連するバミューダ法または会社の定款に基づき、グ
ループの取締役の解任を株主投票に委ねる権利があ
るという納税者の主張を拒否していました。

上記に基づき、BORもCFIも、納税者が役務契約に基
づく権利を破棄または放棄したとは考えていませんで
した。このような観点から、BORとCFIはいずれも、納
税者が会社に対して二本立ての行動方針をとると脅
したことが、「他の事象」に相当するとは考えていな
かったようです。

しかし、上訴裁判所と最終法院は、納税者が会社に
対する二本立ての脅迫行動方針を放棄し、静かに去
ることに同意したことで、「他の事象」に相当するという
異なる見方を取りました。

興味深いことに、Bokhary NPJ裁判官も最終法院で
の判決で、「法定請求権及び訴訟権として、納税者を
解雇する正当な理由がない場合、納税者が雇用法
（Cap 57）の下で利用できる救済策があった」と述べ
ました。これはまた、Bokhary NPJ裁判官が「他の事
象」という論理の道筋と「権利の放棄」という論法を調
和させようとした理由でもあります。

この案件に示されているように、雇用終了時に与えら
れる支払金又は手当の課税性を決定するための法的
原則の適用は、性質上複雑です。さらに、雇用主と従
業員との間で解雇時の支払金及び手当がどのように
交渉・合意されたかという条件及び証拠は、当該所得
又は手当の課税性を決定する際に影響を及ぼします。
雇用主と従業員は必要に応じ、税務専門家へご相談
ください。
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